
 

 

 

 

 

令和６年１２月定例会議案 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久喜市教育委員会 

 



 

議 案 目 録 

 

議案第５７号 久喜市立学校設置条例の一部を改正する条例  

について・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

 

 

 

 

 

 



議案第５７号 

 

久喜市立学校設置条例の一部を改正する条例について  

 

久喜市立学校設置条例の一部を、別紙のとおり改正することについ

て議決を求める。 

 

 

令和６年１２月２３日提出 

 

久喜市教育委員会 

教育長  柿 沼 光 夫 

 

 

 

- 1 -



久喜市立学校設置条例の一部を改正する条例 

久喜市立学校設置条例（平成２２年久喜市条例第８６号）の一部を次のように

改正する。 

第１条中「小学校及び中学校」を「小学校、中学校及び義務教育学校」に改め

る。 

第２条中「別表第１及び別表第２」を「別表第１から別表第３まで」に改め 

る。 

別表第１久喜市立鷲宮小学校の項及び久喜市立上内小学校の項を削る。 

別表第２久喜市立鷲宮西中学校の項を削る。 

別表第２の次に次の１表を加える。 

別表第３（第２条関係） 

義務教育学校 

名称 位置 

久喜市立鷲宮西小中学校 久喜市上内１７９７番地 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、別表第１久喜市立上

内小学校の項を削る改正規定及び附則第５項の規定は、令和７年５月１日から

施行する。 

（久喜市障がい児就学支援委員会条例の一部改正） 

２ 久喜市障がい児就学支援委員会条例（平成２２年久喜市条例第８８号）の一

部を次のように改正する。 

第２条第１号中「小学校又は中学校」を「小学校、中学校又は義務教育学 

校」に改める。 

第３条第４項中「市内各小中学校」を「市立の小学校、中学校及び義務教育

学校」に改める。 
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（久喜市学校給食審議会条例の一部改正） 

３ 久喜市学校給食審議会条例（平成２２年久喜市条例第９４号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第２項第２号中「小・中学校長」を「小学校、中学校及び義務教育学

校の校長」に改め、同項第３号中「小・中学校」を「小学校、中学校及び義務

教育学校の」に改める。 

（久喜市立学校給食センター条例の一部改正） 

４ 久喜市立学校給食センター条例（平成２２年久喜市条例第９５号）の一部を

次のように改正する。 

第１条中「小学校及び中学校」を「小学校、中学校及び義務教育学校」に改

める。 

第４条中「小・中学校」を「小学校、中学校及び義務教育学校」に改める。 

（久喜市放課後児童クラブ条例の一部改正） 

５ 久喜市放課後児童クラブ条例（平成２２年久喜市条例第１２２号）の一部を

次のように改正する。 

別表第１久喜市立上内学童クラブの項を削る。 

６ 久喜市放課後児童クラブ条例の一部を次のように改正する。 

第１条中「久喜市立小学校」の次に「又は義務教育学校（前期課程に限 

る。）（第６条において「小学校」という。）」を加える。 

 第６条第１号中「久喜市立の」を削る。 

別表第１久喜市立鷲宮学童クラブの項を削り、同表に次のように加える。 

久喜市立鷲宮西学童クラブ 久喜市上内１７９７番地 １１０人 

（久喜市立小・中学校学区等審議会条例の一部改正） 

７ 久喜市立小・中学校学区等審議会条例（平成２２年久喜市条例第２４４号）

の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 
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久喜市立小学校、中学校及び義務教育学校学区等審議会条例 

第１条及び第２条中「小・中学校」を「小学校、中学校及び義務教育学校」

に改める。 

第４条第３号中「小・中学校長」を「小学校、中学校及び義務教育学校の校

長」に改める。 

（久喜市立小・中学校学区等審議会条例の一部改正に伴う経過措置） 

８ この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の久喜市立小・中学校学区

等審議会条例第４条の規定により委嘱されている久喜市立小・中学校学区等審

議会委員（以下この項において「旧委員」という。）は、前項の規定による改

正後の久喜市立小学校、中学校及び義務教育学校学区等審議会条例（以下この

項において「新条例」という。）第４条の規定により委嘱された久喜市立小学

校、中学校及び義務教育学校学区等審議会委員とみなす。この場合において、

委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第５条の規定にかかわらず、

同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

（久喜市教育振興基本計画策定委員会条例の一部改正） 

９ 久喜市教育振興基本計画策定委員会条例（平成２４年久喜市条例第７号）の

一部を次のように改正する。 

第４条第２号中「市立幼稚園長及び小・中学校長」を「市立幼稚園長並びに

小学校、中学校及び義務教育学校の校長」に改め、同条第４号中「小・中学 

校」を「小学校、中学校及び義務教育学校の」に改める。 

（久喜市暴力団排除条例の一部改正） 

１０ 久喜市暴力団排除条例（平成２５年久喜市条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１３条中「中学校」の次に「及び義務教育学校（後期課程に限る。）」を

加える。 

（久喜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

- 4 -



める条例の一部改正） 

１１ 久喜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例（平成２６年久喜市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

第３条第３項中「小学校」の次に「及び義務教育学校（前期課程に限る。）

（第１１条及び第２７条第３項において「小学校」という。）」を加える。 

（久喜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

１２ 久喜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年久喜市条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項中「小学校」の次に「又は義務教育学校（前期課程に限る。）

（第１８条及び第２０条において「小学校」という。）」を加える。 
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